
文化スポーツ課

文化スポーツ課

義高の軌跡をたどります

青空に泳ぐ３００尾の鯉のぼり

長寿生きがい課
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健康いきいき課健康いきいき課

健康いきいき課

杉
山
城
跡
見
学
会
＆

タ
ケ
ノ
コ
掘
り
体
験
の

参
加
者
を
募
集
し
ま
す

「
戦
国
期
城
郭
の
最
高
傑
作
の
ひ

と
つ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
国
指
定
史

跡
・
杉
山
城
跡
の
見
学
会
を
開
催
し

ま
す
。
そ
の
後
、
城
内
の
竹
林
で
旬

の
味
覚
「
タ
ケ
ノ
コ
」
掘
り
体
験
を

行
い
、
掘
っ
た
タ
ケ
ノ
コ
は
お
持
ち

帰
り
い
た
だ
け
ま
す
。
ご
家
族
、
ご

友
人
等
と
一
緒
に
参
加
し
て
み
ま
せ

ん
か
。
尚
、
小
学
生
以
下
の
お
子
さ

ま
は
保
護
者
同
伴
で
の
参
加
を
お
願

い
致
し
ま
す
。

日

時

４
月
２９
日（
土
・
祝
）

１０
時
〜
１２
時（
受
付
９
時
３０
分
〜
）

※
小
雨
決
行

集
合
場
所

玉
ノ
岡
中
学
校
体
育
館

北
側

定

員

６０
名

持
ち
物

タ
ケ
ノ
コ
掘
り
に
必
要
な

道
具
、
持
ち
帰
り
用
の
袋
、軍
手
、

飲
み
物
等

費

用

無
料

申
込
み
・
問
合
せ

文
化
ス
ポ
ー
ツ

課

�
６２－

０
８
２
４

義
高
の
鯉
の
ぼ
り
２
０
１
７

「
義
高
ウ
ォ
ー
ク
」が
嵐
山
に
や
っ
て
き
ま
す
！

木
曽
義
仲
公
の
長
男
・
義
高
が
父

の
死
を
知
り
鎌
倉
か
ら
父
祖
ゆ
か
り

の
嵐
山
町
を
目
指
し
な
が
ら
十
二
歳

で
命
を
絶
た
れ
た
地
・
狭
山
市
。

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
に
狭
山
市

か
ら
嵐
山
町
ま
で
の
義
高
ウ
ォ
ー
ク

を
は
じ
め
、
様
々
な
義
高
哀
悼
イ
ベ

ン
ト
が
行
わ
れ
ま
す
。

義
高
ウ
ォ
ー
ク

狭
山
市
駅
か
ら
鎌
倉
街
道
を
通
っ

て
義
高
が
目
指
し
た
嵐
山
町
・
大
蔵

館
ま
で
約
３０
㎞
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を

行
い
ま
す
。

日

時

５
月
４
日（
木
・
祝
）

８
時
集
合
、
８
時
３０
分
出
発

出
発
地

西
武
新
宿
線
狭
山
市
駅
西

口
広
場

費

用

一
般
１
、０
０
０
円
・
小
学

生
３
０
０
円
（
資
料
・
保
険
代
）

問
合
せ

狭
山
ま
ち
づ
く
リ
ス
ト
の

会

吉
岡

�
０
４－

２
９
５
３－

５
７
０
４

講
演
会
「
異
伝
清
水
冠
者
〜
後

世
に
伝
わ
っ
た
義
高
伝
説
〜
」

日

時

４
月
２２
日（
土
）

１３
時
３０

分
〜
１５
時
３０
分
（
１３
時
開
場
）

場

所

狭
山
市
中
央
公
民
館
第
１

ホ
ー
ル
（
定
員
８０
名
）

費

用

無
料

講

師

戸
島
み
づ
き
氏

問
合
せ

狭
山
市
中
央
公
民
館

�
０
４－

２
９
５
４－

２
１
１
１

義
高
の
鯉
の
ぼ
り
２
０
１
７

入
間
川
の
河
川
敷
に
鯉
の
ぼ
り
約

３
０
０
尾
を
掲
揚
し
、
少
年
義
高
の

霊
を
祀
り
ま
す
。

日

程

４
月
３０
日（
日
）〜
５
月
５

日（
金
・
祝
）

※
４
月
３０
日
１１
時
か
ら
式
典
を
行
い

ま
す
。

場

所

狭
山
市
昭
代
橋
〜
新
富
士

見
橋
の
間
の
河
川
敷

問
合
せ

狭
山
市
を
お
も
し
ろ
く
す

る
会

福
田

�
０
４－

２
９
５
２－

７
０
５
２

義
高
ウ
ォ
ー
ク
歓
迎
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す

狭
山
市
か
ら
義
高
の
想
い
と
と
も

に
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
で
嵐
山
町
を
訪
れ

る
方
々
を
歓
迎
し
、
接
待
を
す
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。
義
仲

・
義
高
親
子
の
縁
で
狭
山
市
の
方
々

と
交
流
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

問
合
せ
・
申
込
み

文
化
ス
ポ
ー
ツ

課

生
涯
学
習
担
当

�
６２－
０
８
２
４

平
成
２９
年
度

高
齢
者
外

出
支
援
タ
ク
シ
ー
助
成
券

の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

高
齢
者
の
日
常
生
活
の
利
便
性
の

向
上
と
社
会
参
加
の
促
進
を
図
る
た

め
、
運
転
免
許
証
を
所
有
し
な
い
７５

歳
以
上
の
方
等
に
、
タ
ク
シ
ー
料
金

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
ご
希
望
の

方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
平
成
２８
年
度
の
助
成
券

（
ク
リ
ー
ム
色
）
を
お
持
ち
の
方

は
、
有
効
期
限
が
平
成
２９
年
３
月
３１

日
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
利
用

し
て
い
な
い
券
は
返
却
し
て
く
だ
さ

い
。

対

象

運
転
免
許
証
を
所
有
し
な

い
７５
歳
以
上
の
方
。（
運
転
免
許
証

の
失
効
者
を
含
む
）
平
成
２９
年
１
月

１
日
以
降
に
運
転
免
許
証
を
自
主
返

納
し
た
方
で
、
３
月
３１
日
ま
で
に
高

齢
者
運
転
免
許
証
自
主
返
納
支
援
事

業
を
申
請
さ
れ
、
助
成
券
の
交
付
を

受
け
た
方

た
だ
し
、
次
の
方
を
除
き
ま
す
。

�
入
院
中
の
方

�
介
護
保
険
に
よ
る
施
設
サ
ー
ビ
ス

や
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
等
の
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
て
い
る
方

�
重
度
心
身
障
害
者
福
祉
タ
ク
シ
ー

の
支
給
対
象
者

助
成
内
容

タ
ク
シ
ー
運
賃
が
１
、

０
０
０
円
ま
で
は
５
０
０
円
の
助

成
、
運
賃
が
１
、０
０
０
円
を
超
え

た
場
合
は
、
そ
の
運
賃
の
半
額
を
助

成
し
ま
す
。
最
大
で
１
、０
０
０
円

を
助
成
し
ま
す
。（
迎
車
利
用
時
に

タ
ク
シ
ー
運
賃
が
初
乗
運
賃
相
当
額

を
超
え
た
場
合
は
、
最
大
で
１
、５

０
０
円
分
の
助
成
）

�
助
成
券
の
交
付
枚
数
は
、
１
か
月

あ
た
り
４
枚
、
年
度
末
ま
で
の
分

を
一
括
交
付
し
ま
す
。

�
助
成
券
の
有
効
期
限
は
、
平
成
３０

年
３
月
３１
日
で
す
。

�
利
用
で
き
る
タ
ク
シ
ー
会
社

★
イ
グ
チ
交
通
株
式
会
社

★
観
光
タ
ク
シ
ー
有
限
会
社

★
森
林
公
園
交
通
株
式
会
社

受

付

長
寿
生
き
が
い
課

ま
た

は

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー

※
土
日
祝
日
を
除
く

申
請
手
続
き

本
人
申
請
又
は
代
理

人
申
請
（
委
任
状
及
び
代
理
人
の
運

転
免
許
証
、
保
険
証
な
ど
本
人
確
認

の
た
め
の
書
類
が
必
要
。）

申
請
の
際
は
、
印
鑑
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

※
代
理
人
と
は
、
同
一
世
帯
員
、
親

族
、
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
職
員
、

法
定
代
理
人
及
び
民
生
委
員
等
を

い
い
ま
す
。

問
合
せ

長
寿
生
き
が
い
課

長
寿
生
き
が
い
担
当

�
６２－

０
７
１
８

（
特
別
）児
童
扶
養
手
当

及
び
各
種
福
祉
手
当
受

給
者
の
方
へ
お
知
ら
せ

し
ま
す

平
成
２９
年
４
月
分
か
ら
（
特
別
）

児
童
扶
養
手
当
及
び
各
種
福
祉
手
当

額
が
改
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。手

当
額
は
、
物
価
変
動
率
（
▲
０

・
１
％
）
を
踏
ま
え
、
次
の
と
お
り

改
定
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ

【
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手

当
に
つ
い
て
】

県
少
子
政
策
課

手
当
・
ひ
と
り
親

家
庭
支
援
担
当

�
０
４
８－

８
３
０－

３
３
３
７

子
育
て
支
援
課

�
６２－

０
８
２
５

【
障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手

当
等
に
つ
い
て
】

西
部
福
祉
事
務
所

地
域
福
祉
担
当

�
０
４
９－

２
８
３－

６
８
０
０

健
康
い
き
い
き
課

社
会
福
祉
担
当

�
６２－

０
７
１
６

重
度
心
身
障
害
者
福
祉
タ

ク
シ
ー
利
用
券
に
つ
い
て

心
身
に
重
度
の
障
害
の
あ
る
方
に

平
成
２９
年
度
タ
ク
シ
ー
利
用
券
（
３６

枚
綴
）
を
交
付
し
ま
す
の
で
、
ご
希

望
の
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
タ
ク
シ
ー
に
は
障
害
者
割

引
制
度
が
あ
り
ま
す
。
身
体
障
害
者

手
帳
ま
た
は
療
育
手
帳
を
乗
務
員
に

提
示
す
る
と
、
料
金
が
１
割
引
に
な

り
ま
す
。
タ
ク
シ
ー
券
と
の
併
用
も

可
能
で
す
。

平
成
２８
年
度
の
利
用
券
（
桃
色
）

の
有
効
期
限
は
３
月
３１
日
ま
で
で

す
。
利
用
し
て
い
な
い
券
は
ご
返
却

く
だ
さ
い
。

対

象

身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３

級
ま
た
は
療
育
手
帳
�
〜
Ｂ

持
ち
物

手
帳
、
印
鑑

受

付

３
月
２７
日（
月
）か
ら

※
土
日
祝
日
を
除
く

問
合
せ

健
康
い
き
い
き
課

社
会

福
祉
担
当

�
６２－

０
７
１
６

難
病
患
者
の
方
の
経
済

的
負
担
を
軽
減
し
ま
す

〜
お
見
舞
金
を
支
給
し
ま
す
〜

町
で
は
難
病
患
者
の
方
に
見
舞
金

を
支
給
し
て
い
ま
す
。

対

象

町
に
引
き
続
き
１
年
以
上

住
民
登
録
が
あ
り
、
保
健
所
で
指
定

難
病
に
係
る
医
療
受
給
者
証
を
交
付

さ
れ
て
い
る
方

た
だ
し
身
体
障
害
者
更
正
援
護
施

設
等
に
入
所
さ
れ
て
い
る
方
、
特
別

障
害
者
手
当
、
在
宅
重
度
心
身
障
害

者
手
当
等
、
他
の
手
当
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方
は
支
給
対
象
外
と
な
り
ま

す
。
該
当
さ
れ
る
方
は
、
お
早
め
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

一
旦
認
定
を
受
け
ま
す
と
、
翌
年

以
降
は
現
況
届
を
提
出
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

見
舞
金
額

年
額
８
、０
０
０
円

持
ち
物

指
定
難
病
に
係
る
医
療
受

給
者
証
の
写
し

申
請
・
問
合
せ

健
康
い
き
い
き
課

社
会
福
祉
担
当

�
６２－

０
７
１
６

臨
時
福
祉
給
付
金

（
経
済
対
策
分
）
の

申
請
を
受
付
中
で
す

○
消
費
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
所
得
の
少
な
い
方
へ

の
負
担
を
考
慮
し
、
制
度
的
な
対
応

（
軽
減
税
率
導
入
）
を
行
う
ま
で
の

臨
時
的
措
置
と
し
て
、
臨
時
福
祉
給

付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
額

１
人
に
つ
き
１
万
５
千
円

対

象

平
成
２８
年
度
町
県
民
税
が

非
課
税
の
方
（
課
税
者
の
被
扶
養
者

及
び
生
活
保
護
受
給
者
は
除
く
）

３
月
か
ら
健
康
い
き
い
き
課
に
て

申
請
の
受
付
を
し
て
お
り
、
対
象
と

増減額

▲４０円

▲４０円
～▲１０円

▲１０円

▲１０円
～０円

▲１０円

▲１０円
～０円

▲５０円

▲３０円

▲２０円

▲２０円

▲２０円

改 定 後

４２，２９０円

４２，２８０円
～９，９８０円

９，９９０円

９，９８０円
～５，０００円

５，９９０円

５，９８０円
～３，０００円

５１，４５０円

３４，２７０円

１４，５８０円

２６，８１０円

１４，５８０円

改 定 前

４２，３３０円

４２，３２０円
～９，９９０円

１０，０００円

９，９９０円
～５，０００円

６，０００円

５，９９０円
～３，０００円

５１，５００円

３４，３００円

１４，６００円

２６，８３０円

１４，６００円

支給内容

全部支給

一部支給

全部支給

一部支給

全部支給

一部支給

１ 級

２ 級

障害児福祉手当

特別障害者手当

経過的福祉手当

手 当 名

児童扶養手当
第１子

児童扶養手当
第２子加算

児童扶養手当
第３子以降加算

特別児童扶養手当

平成２９年４月分からの手当額（子ども１人当り）
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おお 知知 らら せせ


